
実 り の 秋 に

副 校 長 髙 橋 政 人

気持ちの良い青空と朝晩の空気の寒さに、秋の深まりを感じる今日この頃です。「読書の

秋」「スポーツの秋」「芸術の秋」、落ち着いていろいろな活動がしやすい季節の真っただ中

です。自然に目を向ければ「実りの秋」です。現代は様々な食べ物がほぼ１年中食べられる

ので、旬を忘れがちですが、新米・大根・にんじん・長ねぎ・さつまいも・りんご･柿など

今が旬のものがたくさんあります。春からの長い期間を経ての､なかには何年もかけての自

然から恵みです。自然の力だけでなく人の手が適切に入ることによって、より豊かな恵みを

もたらしてくれます。

子供たちの今は、長い人生の春です。稲が苗代から田植えをされて、田んぼで大きく根を

張り葉を伸ばしていく頃でしょうか。稲には水をやり、肥料を与え、雑草を取り除き、手を

抜かずに、そして手をかけ過ぎずに育てます。米の漢字は「八十八」と書きます。おいしい

お米に育てるには、八十八の手間がかかるとも言われています。温かく小さな社会である「家

庭」から、大きく厳しい「大人の社会」への中間の時期です。大人の社会では、自ら個性を

十分に発揮してアピールをしないと周りから評価されないことがあります。反対に、場面に

よっては個性を抑えて周囲に合わせる協調性を強く求められこともあります。必要な体験や

学びを十分に積み重さね、確かな力を身に着けられるようにと願って日々の指導を行ってい

ます。

今週から、学芸会に向けて舞台を使っての本格的な練習が始まりました。衣装や小道具に

ご協力をいただきありがとうございます。子供たちはせりふの言い方や動作を考え、自分の

役になりきれるように試行錯誤しながら取り組んでいます。また、グループでせりふを合わ

せたり、動きを考えたりしている姿も見られます。一人一人が

個性を発揮し、仲間と協力して作り上げるよい体験となって

ほしいと願っています。学芸会は１６日・１７日です。多くの

皆様においでいただき、子供たちの努力の成果に、大きな拍手

をいただければ幸いです。
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  【１１月行事予定】 

日 曜 行  事  予  定 日 曜 行  事  予  定 

1 木 
児童集会 ５時間授業（１～４年）  

委員会活動（６校時） 
16 金 

Ｂ６時程 学芸会児童鑑賞日 

児童面談[終]  ５時間授業（1～４年） 

2 

 

金 

 

A４時程（研究会のため） 畑の見学（３年） 

６年１組のみ５時間授業下校 14:40 頃 

17 土 
学芸会保護者鑑賞日（8:50～12:20） 

学校評議員会（12:40～13:30） 

18 日   

3 土 
文化の日 

（第四地区なわとび記録会 10:00 高松小） 

19 月 振替休業日 

20 火 
B５時程 個人面談[始] 

新聞社出前授業（４年） 4 日   

5 月 
全校朝会 体育館開放中止 11/１７まで 

学芸会係活動（６年） 

21 水 C４時程 就学時健康診断 

22 木 
B５時程 体育集会「長縄記録会」 

避難訓練 跳び箱ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ（４・６年） 6 火 安全指導 

7 水   23 金 勤労感謝の日 

8 木 音楽集会 24 土   

9 金 カスガモランド 25 日  

10 土 C４時程 学校公開  26 月 全校朝会 クラブ 

11 日   27 火 Ｂ５時程 薬物乱用防止教室（６年） 

12 月 A４時程 全校朝会  28 水 A４時程（研究会のため） 

13 火 ５時間授業（1～5 年） 学芸会係活動（６年） 29 木 Ｂ５時程 委員会発表（園芸委） 

14 水   
30 金 

A４時程（研究会のため） 

跳び箱ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ（３・５年） 15 木 学芸会リハーサル ５時間授業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇学 芸 会◇   

2 年ぶりの学芸会を実施いたします。台本が配られ、自分の役が決まり、役になりきって演じよう
と一生懸命に練習する姿が見られます。今後、小道具や衣装を作ったり、劇中歌を歌ったりしながら、
みんなで気持ちをひとつにして劇を創りあげていきます。ご家庭でもお子様への応援や励ましの言葉
かけをお願いいたします。 

１１月１６日（金）児童鑑賞日８:５０～ 
１１月１７日（土）保護者鑑賞日８:４０～   

※各学年の演目など詳細は別紙をご覧ください。 

◇ふ れ あ い 月 間◇  

１１月は「ふれあい月間」です。いじめや不登校、暴力行為等の問題行動は、継続して解決のため

に取り組んで行く必要があります。そこで、東京都教育委員会では年 3 回、６月、１１月、２月を「ふ

れあい月間（いじめ防止強化月間）」と定めて、「いじめの防止」「不登校の予防」「暴力行為の防

止」等の取組を推進しています。 

 本校でも、11 月の第 2 回「ふれあい月間」にあたり、児童アンケートや児童面談を実施します。 

また、いじめ等の未然防止のため、道徳授業の充実、学級活動の実施、全校朝会での講話など、学校 

の教育活動全般において継続して指導していきます。 

 

◇個 人 面 談◇ １１月２０日(火）･２２日(木）･２７日(火）･２９日(木）･１２月４日(火） 

上記の日程で希望される保護者の方と個人面談を行います。学校での様子や、ご家庭での様子につ
いて、情報交換するよい機会と考えています。詳細は別紙プリントおよび学年だよりをご覧ください。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

◇学校地域連携事業について◇ 

 昨年度より磯﨑学校支援コーディネーターを中心に学校地域連携事業を進めてきております。各

学年等にゲストティーチャーをお招きして子供たちの体験的な学習を進めています。学校便りやホー

ムページに予定や子供たちの活動の様子を紹介しております。 


